
不動前えほん保育園

重 要 事 項 説 明 書
（入園のしおり）
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児童憲章

われらは、 日本国憲法の精神にしたがい、 児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるため
に、 この憲章を定める。

児童は、 人として尊ばれる。

児童は、 社会の一員として重んぜられる。

児童は、 よい環境のなかで育てられる。

一 すべての児童は、 心身ともに健やかにうまれ、 育てられ、 その生活を保障される。

二 すべての児童は、 家庭で、 正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、

家庭に恵まれない児童には、 これにかわる環境が与えられる。

三 すべての児童は、 適当な栄養と住居と被服が与えられ、 また、 疾病と災害からまもられる。

四 すべての児童は、 個性と能力に応じて教育され、 社会の一員としての責任を自主的に果たすように、

みちびかれる。

五 すべての児童は、 自然を愛し、 科学と芸術を尊ぶように、 みちびかれ、 また、 道徳的心情がつちかわれる。

六 すべての児童は、 就学のみちを確保され、 また、 十分に整った教育の施設を用意される。

七 すべての児童は、 職業指導を受ける機会が与えられる。

八 すべての児童は、 その労働において、 心身の発育が阻害されず、 教育を受ける機会が失われず、

また、 児童としての生活がさまたげられないように、 十分に保護される。

九 すべての児童は、 よい遊び場と文化財を用意され、 わるい環境からまもられる。

十 すべての児童は、 虐待 ・ 酷使 ・ 放任その他不当な取扱からまもられる。

あやまちをおかした児童は、 適切に保護指導される。

十一 すべての児童は、 身体が不自由な場合、 または精神の機能が不充分な場合に、 適切な治療と教育と

保護が与えられる。

十二 すべての児童は、 愛とまことによって結ばれ、 よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、

みちびかれる。

企業理念

子育てを頑張るすべての人を応援します。

多様化する保育ニーズに対応します。

次世代を担う子ども達の育成に貢献します。
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保育の特徴

健やかな「こころ」の成長に欠かせない絵本。当保育園に設置されている「えほん図書館」には、約3,000冊の絵本を
蔵書しており、子どもたちの成長・興味や季節に応じた色々な絵本を準備しています。

大好きな両親や保育者に絵本を読んでもらい、「大好きだよ」という愛情を感じることで「自尊の心」への繋がりや、
「絵」をみることでの好奇心・想像力・空想力を育むことで「創造の心」の芽生えなど、絵本には子どもの心を育てるもの
が無限に広がっています。私たちは、絵本を通じて大切にしている「４つのこころ」を育んでまいります。

もう一つ大切にしていることがあります。それは「地域に根差した子育て支援」です。園が位置する地域の名前が園名
の冒頭に来ているのはこの思いからです。えほん図書館を地域の皆さまとの交流の場としても活用することで、地域全
体の豊かな子育て環境に貢献するだけでなく、地域の皆さまと子どもたちが関わることで、「こころ」の成長にもつなげて
いきたいと考えています。

上記以外にも、農園活動（千葉県にある契約農園）・食育や外遊び・国際交流等の活動を通して、 「４つのここ
ろ」を育む保育を行っています。

保育方針

不動前えほん保育園では、子どもたちひとりひとりに「4つのこころ」を育む保育を行います。

【自尊の心】

愛されている・認められている・聞いてもらえる体験を積み重ねることで、自分を大切にし、相手を受け入れられる心を
育てます。

【自立の心】

子どもたち一人ひとりの「やってみよう」とする意欲や「やりたい」と思う気持ちを大切にします。

【協調のこころ】

友だちと日々の活動や行事に取り組む中で、相手の思いや考えに気付き、一緒に物事をやり遂げようとする力を育
みます。

【創造の心】

生活や遊びの中で、子どものひらめきや発見を大切にしながら、自分たちで創りだすことの楽しさや喜びが感じられるよ
うにします。
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保育所の概要

⚫ 名称

⚫ 住所

⚫ 電話番号

⚫ FAX番号

⚫ 認可設立

⚫ 入所定員

⚫ 施設長

⚫ 取扱う保育事業の種類

⚫ 第三者評価の受審

施設の概要

不動前えほん保育園

東京都品川区西五反田3-12-12 グランウフ保坂1-2階

03-6421-7621

03-6421-7622

平成31年

70名（0歳児もも組６名、1歳児くるみ組12名、2歳児はなみずき組13名、

3歳児かえで組13名、4歳児いちょう組13名、5歳児けやき組13名）

手塚 利雄

月極保育/延長保育/障がい児保育/乳児保育（生後57日目～）/

地域活動支援事業（老人福祉施設訪問、地域行事参加等）/

次世代育成支援活動（近隣の中学校・高校からの体験学習生の受け入れ）/

子育て支援事業（育児相談、専門職による栄養相談や健康相談）

東京都が認証した評価機関による事業評価を定期的に受け、その結果を情報公
開しています。
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⚫ 開所日

⚫ 開所時間

保育標準時間認定による保育時間

保育短時間認定による保育時間

⚫ 休所日

開所日・開所時間及び休所日

月曜日から土曜日

7：30～20：30

うち延長保育時間は18：30～20：30

7：30～18：30までの範囲内で保育を必要とする時間となります。

（勤務証明書にて提出されている時間に通勤時間を加えた時間やその他

保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに決

定します）

月～金の9：00～17：00までの間で最長8時間となります。この保育時

間以外に保育を実施した場合には、別途保育料が必要となります。

日・祝日・振替休日・年末年始（12/31～1/3）

※12/29・30は年末保育を実施します。

職員体制

職員配置は次の通りとし、職員配置基準を下回らない人数とします。

⚫ 施設長 1名

⚫ 保育士 １２名以上

⚫ 栄養士 １名

⚫ 調理員 ２名以上

⚫ 看護師 1名

⚫ 嘱託医 1名

⚫ 嘱託歯科医1名

入園・退園

当園は認可保育所のため、入園・退園の窓口は品川区 保育課入園相談係（03-5742‐6725）となります。

園内業務を統括し、会計事務に従事する。

保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

給食業務の総括を行う。

給食業務に従事する。

児童の健康状態を観察し健康管理等を行う。

児童の健康管理業務を行う。
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園では徴収いたしません。自治体への納入になります。

振込もしくは園での徴収となります。

月単位での延長保育。別途お申し込みが必要です。

利用月の前月末までにお手続きください。

○1時間延長 18：３０～19：３０ 4,000円/月（補食代込み）

○2時間延長 18：３０～20：３０ 8,000円/月（夕食代込み）

急な残業や緊急の都合によりお迎えが遅れる場合の時間単位での延長保育

○1時間1,000円（料金計算は15分区切り）

別途、補食代200円/食、夕食代400円/食がかかります。

延長保育をご利用の際は、18:45以降のお迎えの場合は補食、19:30 以
降のお迎えの場合は夕食をご利用いただけます。補食は主食、夕食は主食・
副菜・汁物を提供します。

実費

おむつ・しりふきエプロン・タオル3400円・5000円/月（ゲートリンク）

⚫ 月極保育料

⚫ 延長保育料

◇月極延長保育

◇スポット延長

⚫ 園指定の帽子(希望者のみ)

⚫ サブスクについて（希望者のみ）

料金
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保育内容

全体的な計画

8

事 業 の 目 的  
保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設を運営することにより社会に貢献する。その運営に当たっ

ては、入所する子どもの最善の利益に考慮し、その福祉の積極的な増進に最もふさわしい生活の場を豊かにつくり上げていく。 

保 育 理 念 
（事業運営方針・３つの理念） 

私達は子育てを頑張るすべての人を応援します。 
私達は多様化する保育ニーズに対応します。 
私達は次世代を担う子ども達の育成に貢献します。 

開 園 時 間 

保 育 方 針 
（４つの心） 

（自尊の心）認められ、愛され、大事にされ、いつも聞いてもらえるなどの体験を積み重ねることによって自分自身への自信を育てます。 
（自立の心）自己の主体性を形成する環境の中でひとりひとりの個性を尊重します。 
（協調の心）集団生活の中で思いやりの心や責任感を育てます。 
（創造の心）ひとりひとりの可能性と豊かな感性を引き出すよう援助します。 

園 の 保 育 目 標  
乳幼児期にふさわしい豊かな生活の場で４つの心（自尊、自立、協調、創造）を育む。 

保護者との相互理解を深め、子どもへの愛情や成長の喜びを伝え合う。 

子どもの家庭での生活と園生活が調和したリズムの中で安定して過ごす。 

【開園時間と延長保育】７時３０分から２０時３０分 
延長保育は１８時３０分から２０時３０分 

【年末保育】１２月２９日、３０日は必要に応じて保育を実施 
【休園日】日曜祝日及び１２月３１日～１月３日 

年 齢 別 保 育 目 標  

乳児 

保育者に欲求を受け止めてもらい安心して過ごす。 
運動面の発達によって様々な刺激を受け、生活空間を広げていく。 
保育者と視線を合わせ喃語や互いの表情などを通してやり取りを喜ぶ。 
身の回りのことに興味を持ち始め自らやってみたいという意欲が芽生える。 

３歳児 

生活や遊びの中で自分の思いを自分なりの言葉や方法で保育者や友だちに伝えようとする。 
生活の仕方が分かり、身の回りのことを自分で行おうとする。 
友だちとの関りを徐々 に深め、互いに共通したイメージを持って遊びを楽しむ。 
模倣や見立てて遊ぶ中で気づいたり考えたりしながら自分のイメージを表現して楽しむ。 

異年齢保育 
異年齢編成での保育では自分より年上、年下の子どもと交流することによって、より多様な体験を得られることが期待される。その保育では
一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、互いに育ち合えるような援助や環境構成ができるよう配慮する。 

長時間保育 

子どもの家庭と保育所との生活の連続性に考慮するとともに、長時間にわたる保育によって心身に負担が生じることのないよう、家庭的でく
つろぐことができる環境を整えるなど、一人一人の発達に応じた保育を行う。特に保育が終わりに近づく時間には、子どもが保護者を待つ
気持ちを受け止めながら温かく関わり、落ち着いて過ごせるようにする。延長保育で食事や補食を提供する場合には、子どもの生活リズム
を視野に入れ、食事の時間や量、内容に配慮する。 

１歳児 

保育者に自分の気持ちを受け止めてもらい安定感を持って生活する。 
保育者の手助けを受けながら身の回りの簡単なことを行おうとする。 
保育者の応答的な関りの中で言葉を理解し、話そうとする。 
身の回りの様々な物に好奇心を持ち、見たり触ったりしながら行動範囲を広げていく。 

４歳児 

友だちと遊ぶ中で葛藤の場面の経験を通して相手にも自分の思いや考えがあることに気付く。 
身の回りのことはほぼ自立し、生活のきまりや遊びのルールを理解して守ろうとする。 
イメージや考えを互いに出し合ったり相手の思いに気付いたりしながら遊びや活動を楽しむ。 
友だちと一緒に音楽に合わせて歌ったり踊ったりしてリズム遊びを楽しむ。 

障害児保育 

保育所は全ての子どもが日々 の生活や遊びを通して共に育ちあう場であることを踏まえ、一人一人の子どもの障害や様々 な発達上の課
題などについては、状況に応じて適切に配慮する。また、子どもたちが共に過ごす経験は、将来的に障害の有無等によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の基盤となることを踏まえ、障害など特別な配慮を必要とする子ど
もの保育を指導計画に位置付ける。 

２歳児 

保育者に自我を受け止めてもらう中で自分の気持ちを表す。 
保育者に見守られながら身の回りの簡単なことを自分で行おうとする。 
生活や遊びの中で保育者や友だちとの言葉のやり取りを楽しむ。 
興味のあることや経験したことなどを保育者と一緒に自分が好きなように表現する。 

５歳児 

課題に対して友だちと工夫したり折り合いをつけたり、状況に応じて自分なりに行動する。 
安全面などを含めた生活習慣が自立し、就学に向かって期待を持つ。 
目標に向かってともに遊びや活動に取り組む喜びや心地よさ、達成感を味わう。 
遊びや生活の中でイメージを出し合い広げながら劇、歌、リズム遊びを楽しむ。 午 睡 

午睡は体力を回復したり、脳を休ませたりするものであり、乳幼児期の発達過程や一日の活動において重要な要素となっているが、子ども
の一人一人の在園時間は異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから一律とならないよう配慮する。３歳
以上児においては、午睡を必要とする子どもと必要としない子どもへの環境や体制づくりに配慮する。 

保育所保育に関する基本原則 養護に関する基本的事項 保育の計画と評価 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 育みたい資質・能力 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 

保育所の役割／保育の目標 保育の方法／環境 保育所の社会的責任 【生命の保持及び情緒の安定】子どもにと
って保育所が、健康や安全が保障され、
快適な環境となるようにする。また、子ども
を一人の主体として尊重し、受容的・応答
的に関わる保育士等との信頼関係を拠り
所として情緒的な安定が得られ、安心して
過ごせる生活の場となるようにする。教育
においては、養護を基盤としながら一体
的に展開されるようにする。また、子ども
が安心して活動し、自発的、体験的に
様々な学びを積み重ねられるようにす
る。 

【全体的な計画の作成】子どもや家庭の状況、地域の実態、
保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通し
を持って全体的な計画を作成する。また、全体的な計画に基
づき指導計画、保健計画、食育計画、研修計画、保護者に対
する子育て支援計画等を作成する。 
【指導計画の作成と展開】全体計画のより具体的な方向性を
示すものとして、ある時期における子どもの活動内容や予想
される姿、それに応じた保育士等の援助や家庭との連携等を
踏まえながら長期的な見通しを示すものと短期的な予測を示
す指導計画を作成する。実施にあたっては子どもの状況に
応じつつ３歳未満児は個別の計画を作成し、３歳以上児は協
同的な活動が促されるよう配慮する。 

【育みたい資質・能力】下記に示す養護と教育の目標を踏ま
え、小学校以降の子どもの発達を見通しながら保育活動を展
開し、「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基
礎」「学びに向かう力、人間性等」の資質・能力が、個別の指導
ではなく、遊びを通して総合的に育まれるようにする。 
【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿】保育のねらい及び内
容に基づき、下記に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿を念頭に置いて捉えながら、一人一人の発達に必要な体験
が得られるようにしたり、必要な援助を行ったりする。なお、育
ってほしい姿は到達すべき目標ではないことや個別に取り出
されて指導されるものではないことに留意する。 

「３本の柱」 
 
ア 豊かな体験を通じて、感じたり、気付

いたり、分かったり、できるようになった

りする 

「知識及び技能の基礎」 

 

イ 気付いたり、できるようになったこと

などを使い、考えたり、試したり、工夫し

たり、表現したりする 

「思考力、判断力、表現力等の基礎」 

 

ウ 心情、意欲、態度等が育つ中で、よ

りよい生活を営もうとする 

「学びに向かう力、人間性等」 

「１０の姿」 
 
ア 健康な心と体 

イ 自立心 

ウ 協同性 

エ 道徳性・規範意識の芽生え 

オ 社会生活の関り 

カ 思考力の芽生え 

キ 自然との関わり・生命尊重 

ク 数量や図形、標識や文字などへの関

心・感覚 

ケ 言葉による伝え合い 

コ 豊かな感性と表現 

【役割】在籍する子どもの最善の利益に考慮し、保護
者の気持ちに寄り添いながら、専門性を有する保育
士等により、子どもの発達過程や環境を踏まえ、養護
と教育が一体的に展開する保育を行う。 
【目標】（３つの理念）上記、保育理念（事業運営方針）
のもと、下記に示す養護と教育の目標を目指し、子ど
もが現在を最もよく生き、望ましい未来をつくり出す力
の基礎を培うとともに、在籍する保護者に対しては子
どもの育ちを支える視点で適切に援助を行う。 

【方法】（４つの心）子どもの家庭と保育所での生活の連続性や
個々の生活リズムに配慮するとともに、子どもの主体性を尊重
し、自尊の心が育まれるようにする。また、子ども相互の関係性
や主体的な活動体験を通して協調や自立、創造の心が育まれ
るようにする。（保護者支援）子どもと保護者の関係や家庭での
生活の状況を把握した上で適切な援助を行う。 
【環境】（５つのこだわりカリキュラム）整った生活環境や多様な
人間関係のもと、絵本、リズム、英語、食育、農園などの活動環
境を構成し、それらの環境との相互作用を通して豊かな体験が
重ねられるようにする。 

保育士等は子どもの人権に十分に配慮し、そ
の人格を尊重するとともに、自らが子どもに大き
な影響を与えることを認識し、豊かな感性と愛
情を持って子どもと関わる。地域に対しては交
流や連携に努めるとともに、保育の内容に関す
る事項等についての情報を開示する。また、秘
密保持義務を順守し、保護者などの苦情に適
切に対応するための体制を整備する。合わせ
て、中立、公正な第三者が関与する運営委員会
を設置する。 

保育の目標 
【養護）十分に養護の行き届いた環境の下に、く
つろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満
たし生命の保持及び情緒の安定を図る。 

【健康】健康、安全など生活に必要
な基本的な習慣や態度を養い、
心身の健康の基礎を培う。 

【人間関係】人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして
人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度
を養い、道徳性の芽生えを培う。 

【環境】生命、自然及び社会の事象についての
興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情
や思考力の芽生えを培う。 

【言葉】生活の中で、言葉への興味や関心を育
て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようと
するなど、言葉の豊かさを培う。 

【表現】様々な体験を通して、豊かな感
性や表現力を育み、創造性の芽生え
を培う。 

特色ある保育  

（５つのこだわりカリキュラム）  

【絵本】探求心、好奇心、言語力、集中力、表現力、創造や空想。子どもたちの健やかな心の成長に欠かせない絵本とその活動を常に身近なものとする。  【リズム】子どもたちの身体感覚や表現力を育み、他の表現活動へとつながるリズムの体験を積み重ねる。  【英語】異文化や他者を理解し受容する心を
育てる英語では、国際交流員が１年を通して子どもたちと交流する。  【食育】食べることの喜びや楽しみ、そして感謝の心を育てる食育はアンジェリカ農園との連携で実施する。  【農園】給食への安全な食材の提供や農作業体験などの食育活動を目的とした直営農園と連携した保育。  【自由遊び】それま
での体験をもとに自ら環境に働きかけることを繰り返しながら成長する乳幼児の育ちの特徴を踏まえた自由遊びが展開されるようにする。  【その他】和太鼓、アンジェリカ体育 

情 報 公 開 等 

地域の住民に対して、保育所の保育方針や一日の過ごし方、年間行事予定、職員の状況その他保育所が実施してい
る保育の内容に関する事項等についての情報を提供するとともに、保育についての知識、技能等専門性を有する保
育士等により相談や助言を行う。保育所内においては、保育の内容に関する事項等をはじめとして、保護者からの苦
情や要望、発生した事故の経緯と対応などについて、所定の文書や掲示、保護者会や運営委員会資料等で保護者
に公開する。 

自己評価等  

【保育士等の自己評価】保育士等は、子どもの発達等を到達点として評定することを目的とするものではないことに留意しながら、また、子どもの心の育ちや意欲、取り組みの過程に配慮した上で、自ら作成した保育の計画とその実践の結果を振り返り、自
己評価をすることで専門性の向上や保育実践の改善に努める。合わせて、クラス会議やケース会議等の職員相互の学び合いとしての自己評価を継続して行う。 
【保育所の自己評価】保育士等の自己評価を踏まえ、職員会議等を通じて組織としての自己評価を行うとともに、その結果については園だよりやホームページ、掲示板等により公表する。また、より客観的な評価につなげる第三者評価を受ける。 
【評価を踏まえた計画の改善】自己評価や多様な観点で振り返る職員会議等の話し合いを通して学び合いの基盤を作り上げ、保育の内容等の改善を図る。組織全体の改善には全職員が関わる事の重要性に留意し、経験や職種に関わらずそれぞれの意
見を尊重する。 

養   護 

（保育士等が行う援助や関わり） 

年齢 乳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児から就学前 小学校との連携（接続） 

生命の保持 
保健的で安全な環境の中、生理
的欲求を満たされ、生活リズムの
安定が図られるようにする。 

保健的で安全な環境の中、疾病や異常の発見に努
めるとともに、生理的欲求が満たされ、生活リズムの
安定が図られるようにする。 

保健的で安全な環境の中で生理的欲求が満
たされ、生活リズムが安定し、適度な運動に
より健康の増進が図られるようにする。 

清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関
りを通して、生理的欲求が満たされ、発達過程等に応
じた適切な生活リズムが作られるようにする。 

清潔で安全な環境を整え、適切な援助を
通して、生理的欲求が満たされ、適切な
生活リズムが作られるようにする。 

清潔で安全な環境を整え、適切な援助を通し
て生理的欲求が満たされ、就学前の午睡のな
い生活リズムが作られるようにする。 

保育所保育では、子どもなりに好奇心や探求心を持ち、問題を見いだしたり解決
したりする力を育てること、豊かな感性を発揮したりする機会を提供すること、ま
た、様々な環境との出会いを繰り返し体験してみること、そして、その過程を通し
て友だちや保育士等と関わっていくことの中に子どもの学びの基本がある。この
乳幼児期にふさわしい保育を行うことが小学校以降の教育の基盤となることと、
小学校教育の先取りではないことを踏まえ、その基盤を充実したものとすること
で、小学校以降の教育との接続を確かなものとする。 
子どもが遊び、生活が充実し、発展することを援助する乳幼児期にふさわしい保
育を行うことで、失敗をしては考え工夫しようと思考する創造の心、物事に主体
的、積極的な態度で取り組むもうとする自尊の心や自立の心、保育所生活の中
で協同して遊ぶ体験を重ねることで育まれる協調の心を育み、小学校への接続
が円滑なものとなるようにする。 
子どもの学びの連続性を確保するためには、「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」を手がかりとして、保育士等と小学校の教師が研修や研究会、意見交換
の場などを通じて幼児期から児童期への発達の過程を共有する他、保育所と小
学校の子ども同士の交流の機会を設ける。 

情緒の安定 
保育者との安心できる関わりの中
で欲求を受け止めてもらい、安心
して過ごせるようにする。 

保育者に甘えなどの依存欲求や気持ちを受け止め
てもらい、安定感を持って生活できるようにする。 

保育者に甘えなどの依存欲求や自我を受け
止めてもらう中で安心して自分の気持ちを表
せるようにする。 

保育者との信頼関係を基盤とする安定した情緒のも
と、自発性や自分への自信が育まれるようにする。 

保育者との信頼関係を基盤とする安定し
た情緒のもと、様々な体験を通して自己
肯定感が育まれるようにする。 

保育者との信頼関係を基盤とする安定した情
緒のもと、様々な活動に取り組む喜びや心地
よさ、達成感を味わえるようにする。 

教   育 

（養護を基盤として子どもが環境

に関わって経験する事項） 

３つの視点 乳児 ５領域 １歳児 ２歳児 ５領域 ３歳児 ４歳児 ５歳児から就学前 

健やかに伸び 

伸びと育つ 

・身体感覚が育ち、快適な環境に
心地よさを感じる。 
・伸び伸びと体を動かし、はう、歩
くなどの運動をしようとする。 
・食事、睡眠の生活リズムの感覚
が芽生える。 

健康 

・登る、降りる、跳ぶ、くぐるなどの運動や
手や指を使う遊びを楽しむ。 
・手助けを受けながら身の回りの簡単な
ことを行おうとする。 

・自分の体を十分に動かし、様々な動きを
してみようとする。 
・健康、安全な生活に必要な習慣に気付
き、自分でしてみようとする。 

健康 

・体を十分に動かしたり、様々な用具を使
ったりして運動遊びを楽しむ。 
・生活の仕方が分かり、身の回りのことを
自分で行おうとする。 

・遊具や用具を使い、様々な動きを組み
合わせて積極的に遊ぶ。 
・身の回りのことはほぼ自立し、危険なも
のや場所に気をつけることができる。 

・明るく伸び伸びと行動し、工夫しながら運動
遊びを行い。充実感を味わう。 
・安全面を含めた生活習慣が自立し、就学に
向かって期待を持つ。 

人間 
関係 

・保育所での生活を楽しみ、身近な人と
関わる心地よさを感じる。 
・保育士等の仲立ちにより周囲の子ども
等との関りをもつ。 

・周囲の子ども等への関心が高まり、関りを
もとうとする。 
・保育所の生活の仕方に慣れ、きまりの大
切さに気付く。 

人間 
関係 

・友だちとの関りが深まり、共通したイメー
ジをもって遊びを楽しむ。 
・順番を守ったり交代したり、簡単なきまり
を守ろうとしたりする。 

・友だちとの葛藤を通して、相手にも思い
や考えがあることに気付く。 
・きまりを守ったり、共同のものを大切にし
たり、譲り合ったりして使う。 

・友だちとの関りが深まり、目標に向かって一
緒に活動する楽しさや達成感を味わう。 
・社会生活における望ましい習慣や態度を身
に付ける。 

身近な人と気持
ちが通じ合う 

・安心できる関係の下で、身近な
人と共に過ごす喜びを感じる。 
・体の動きや表情、発声等により、
保育士等と気持ちを通わせようと
する。 
・身近な人と親しみ、関りを深め、
愛情や信頼感が芽生える。 

環境 

・身の回りの様々なものに好奇心を持
ち、行動範囲を広げていく。 
・好きな玩具や遊具、自然物に自分から
関わり、充分に遊ぶ。 

・身近な環境に関わる中で、発見を楽しん
だり、考えたりしようとする。 
・見る、聞く、触るなどの経験を通して、感覚
の動きを豊かにする。 

環境 

・身近な事象をよく見たり、触れたりして驚
き、親しみを持つ。 
・身近なものを通して、数や量、形などに
興味をもち、違いに気付く。 

・身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中
で様々 な事象に興味や関心をもつ。 
・身近なものを通して、数や量、形などに
興味をもち、遊びに取り入れる。 

・身近な環境に自分から関わり、発見したり、
考えたりして生活に取り入れる。 
・身近な事象を見たり、考えたりする中で物の
性質や数量等への感覚を豊かにする。 

家庭及び地域社会との連携 
保育所で子どもたちが味わった様々な実体験が家庭や地域で生かされるととも
に、家庭や地域社会において子どもが身近な環境に触れそれぞれ経験したこと
が保育所での生活に生かされることを踏まえ、子どもの生活全体の連続性を視
野に入れた保育を行う。その際には地域の自然、人材、行事、施設などの資源を
活用する。また、保育士等が地域における一人の生活者としての視点や感覚を
持って営むことにより、子どもの身の回りの事物に対する興味、関心を広げ、周
囲の人々との関わりがより豊かなものになることに配慮する。 

身近なものと関

わり感性が育つ 

・身の回りのものに親しみ、様々
なものに興味や関心をもつ。 
・見る、触れる、探索するなど、身
近な環境に自分から関わろうとす
る。 
・身体の諸感覚による認識が豊か
になり、表情や手足、身体の動き
で表現する。 

言葉 

・保育士等の応答的な関りの中で言葉を
理解し、話そうとする。 
・保育士等と一緒に絵本に親しみ、言葉
の繰り返しや模倣を楽しむ。 

・人の言葉や話などを聞き、自分でも思っ
たことを伝えようとする。 
・絵本に親しみ、言葉のやり取りを通じて身
近な人と気持ちを通わせる。 

言葉 

・自分の思いや感じたことを言葉や方法
で伝えようとする。 
・絵本や童話などの内容が分かり、イメー
ジをもって聞く。 

・見たことや聞いたことを話したり、疑問
に思ったことを尋ねたりする。 
・絵本や童話などを読み聞かせてもら
い、イメージを広げる。 

・人の言葉や話しをよく聞き、自分が考えたこ
とを話し、伝えあう喜びを味わう。 
・絵本や物語に親しみ、言葉に対する感覚を
豊かにし、友だちと心を通わせる。 

表現 

・経験したことなどを保育士等と一緒に自
分の好きなように表現する。 
・リズムやダンスなどを通して、体を動か
して遊ぶことを楽しむ。 

・感じたことや考えたことなどを自分なりに
表現しようとする。 
・生活や遊びの様々な体験を通して、イメ
ージや感性が豊かになる。 

表現 

・模倣や見立てで遊ぶ中で自分のイメー
ジを表現して楽しむ。 
・音楽に親しみ、歌ったり体を動かしたり
することを楽しむ。 

・様々な素材を使って自由に描いたり、
作ったりすることを楽しむ。 
・友だちと一緒に歌ったり、踊ったりしてリ
ズム遊びを楽しむ。 

・いろいろなものの美しさなどに対する豊か
な感性をもつ。 
・生活の中でイメージを豊かにし、感じたこと
や考えたことを表現して楽しむ。 

子どもの健康支援・健康増進・疾病等
への対応（保健計画別紙） 

食育の推進（食育計画別紙） 環境及び衛生管理並びに安全計画 
（危機管理計画別紙） 

災害への備え（避難計画等別紙） 子育て支援（子育て支援計画別紙） 職員の資質向上（研修計画別紙） 

【子どもの健康支援】嘱託医による定期的な健
康診断に加え、保育士等による日々の子ども
の心身の状態の継続的な観察、保護者からの
健康に関する情報提供によって総合的に子ど
もの健康状態や発育状態を把握する。疾病や
障害、不適切な養育、虐待の疑いが生じた時
には配置されている看護師の専門性や嘱託
医への相談により適切な対応を図る。（身体測
定/毎月、乳児検診/毎月、定期健康診断/半
年、歯科健診/半年） 
【健康増進】保健計画を作成し、保健の活動に
ついての記録と評価、及び改善の継続により
子どもの健康の保持と増進を図る。 
【疾病等への対応】保育中の疾病等の発生で
は、保護者へ連絡するとともに、嘱託医等に相
談し適切な処置を行う。感染症等の発生予防
に努め、発生の疑いが生じた時は保護者や全
職員に連絡し、予防等について協力を求め
る。また、アレルギー疾患を有する子どもの保
育については、保護者と連携し、医師の診断、
指示に基づき担任と栄養士・看護師等がアレ
ルギーチェック簿で確認するなど適切に対応
する。 

【保育所の特性を生かした食育】
健康な生活の基本として食を営
む力の基礎を培うこと、乳幼児期
にふさわしい食生活が展開され
ることを食育計画に位置付け、子
どもが日々の保育の中で、生活と
遊びを通して意欲を持って食に
関わる体験を積み重ねられるよう
にする。その実施に当たっては
直営するアンジェリカ農園や栄養
士の専門性を活用する。 
【食育の環境の整備等】アンジェ
リカ農園で働く人たちや給食に携
わる人たちとの交流、農園での農
作業体験などの食育の環境を活
用し、自然の恵みとしての食材や
食が連続していることに感謝の気
持ちが育つようにする。また、食
物アレルギーを有する子どもに
ついては、栄養士が専門性を生
かすとともに、保護者や嘱託医の
協力の下に適切に対応する。 

【環境及び衛生管理】子どもの心身の健康と情緒の安
定を図るために、室内の温度や湿度、換気、照明等
に配慮して心地よく過ごすことができる環境を整え
る。また、保育室や調理室、トイレ等の各設備の衛生
管理をはじめ、おむつ交換台、寝具、棚、ドアノブ、
蛇口、歯ブラシやコップ、低年齢児が手にする玩具
は、日々状態を確認し、衛生管理を行う。保育士等
は、食中毒の予防や食中毒発生時の対応、嘔吐物
や糞尿等の処理などに適切に対応できるように感染
症や衛生管理に関する知識と技術を身に付けてお
く。 
【事故防止及び安全対策】子どもの年齢や場所、活動
内容に留意して様々な事故の発生予防に取り組む。
特に重大事故につながる睡眠中は定期的に子ども
を観察する、プール活動中は監視体制に空白を生じ
させない、また、咀嚼や嚥下、食物アレルギーへの
対応では、子どもの食事に関する情報や健康状態を
把握するなど、場面に応じた対応で事故のリスクを除
去する。また、事故の発生に備え施設内外の危険個
所の点検を行うとともに、水害やＪアラート発生時、不
審者の侵入時のための措置や訓練を実施する。施
設内の設備においては学校１１０番、施設外での活
動の際は緊急連絡システムのココセコムを導入す
る。 

【施設・設備等の安全確保】施設や消防設備、火気使用設備の
整備及び点検を定期的に行う。消火器は落下や転倒しない場
所に設置し、その場所と使用方法については全職員に周知し、
避難経路は日常的に点検を行いいつでも使えるようにしてお
く。また、施設内では棚等の転倒防止、落下防止の措置を講じ
るとともに、備品や遊具、玩具等の安全性については点検表に
より、定期的に点検する。地域においては発生する可能性のあ
る災害の種類や場所について、その情報を全職員で共有す
る。 
【災害発生時の対応体制及び避難への備え】非常災害が様々
な時間や活動、場所で発生することを想定した具体的な計画や
マニュアルを作成し、不断の注意と訓練を行う。避難訓練は職
員の分担や子どもの年齢及び集団規模に応じて、消火訓練とと
もに月に１回行う他、不審者や水害に対応した訓練も行う。災害
発生時の子どもの引き渡しについては、保護者の理解を得て
おくとともに連携した訓練を行う。火災の発生への対応では１１
９番通報システム、災害時の保護者との連絡手段では電話の
他、ラインネットを活用する。災害備蓄品については園児と職
員数の７０％の人員に対して３日間分を備蓄する。 
【地域の関係機関等との連携】消防署の指導の下で救急救命講
習を年に数回開催する。また、関係機関や自治会等が行う災害
訓練に参加し、日常的な連携が図れるようにする。 

【保育所における子育て支援に関する基本的事項】保護者が安心して話すことができる状態を保
障し、そのプライバシーの保護や守秘義務を前提として、保護者やその家庭の実態等を深く理
解した上で受容しながら、保護者の自己決定を尊重する過程を通じて、保育所との間に信頼関係
が構築されるようにする。その実際は、日々の送迎時の会話や連絡帳、面談など様々な機会を
捉えて行い、子どもと家庭の実態や保護者の心情を把握し、納得して解決に至るようにする。ま
た、専門性を有する保育士等が配置されているなどの保育所の特性を生かしたり、地域関係機関
との連携、協働を図ったりしながら地域の子育て家庭も含めて保育所全体で支援していく。 
【保育所を利用している保護者に対する子育て支援】様々な機会を通じて、保育の内容への保護
者の協力を得られるよう相互理解に努めるとともに、運営委員会や保護者会、行事、参観等の活
動への保護者の参加により、子育てを実践する力が高められるようにする。また、多様化した保
育ニーズや子どもの発達上の課題、外国籍の家庭、不適切な養育等が疑われる家庭について
は必要に応じて必要な支援を行う。 
【地域の保護者に対する子育て支援】地域子育て開放事業や園見学等の機会を利用して保育所
が持つ専門的機能を積極的に展開する。 

【職員の資質向上に関する基本的事項】質の高い保育を展開するため職員一人一人の倫理観や人間性、職務や責任の理解と自覚
を基盤とした上で、職員の人間観、子ども観などの総体的なものとして表れる人間性を得るため、また、職務内容に応じた専門性を
高めるため、必要な知識及び技術の習得、維持、向上に努める。また、自己評価により把握した課題は組織的に対応する。 
【施設長の責務】施設長は保育所の役割と社会的責任を果たすために自己評価や第三者評価の実施、保護者の苦情解決などを通
して保育の質の向上を図るとともに、地域住民に対して掲示板や交流、開放事業などを通して保育所に関する情報を提供する。ま
た、施設長は保育の質の向上を図るため、アンジェリカ内部研修の基本的姿勢を職員に明確にするとともに、中堅職員を研修担当
に位置付けるなど、体系的かつ計画的に実施する。 
【職員の研修等】職場内の研修は、自身あるいは同僚の実践事例から意識的かつ意図的に学び、習得し、さらに向上に努める場と
捉え、日頃から職員間で専門性を共に高め合うようにする。また、保育の課題への的確な対応のため、個別の育成計画により、ま
た、必要に応じて外部研修を活用し、参加した職員はそこで得た知識や技能を職場内で共有する。 
【研修の実施体制等】職位や職務内容等を踏まえ体系化されたアンジェリカ内部研修の他、保育士等キャリアアップ研修ガイドライ
ンを踏まえた外部研修への参加が組織的に行われるようし、研修で得た知識や技術は保育所全体としての保育実践の質及び専
門性の向上につなげる。 

地域の実情に対応した保育事業と行事への参加 研 修 計 画 

子育てに対する不安や地域における孤立感などを背景に、子どもや子育てに関する相談のニ
ーズが増大していることから、地域開放事業や行事参加、自由来園などの機会を利用して、基本
的生活習慣の自立に関することや子どもとの適切な関り方などについて、保育所が持つ専門的
機能を地域の子育て支援において積極的に展開する。また、自治会や他施設が行う地域の行事
に積極的に参加し、地域の人材との連携を図る。 

【レベルアップ研修】園長研修、主任研修、新任主任補研修、統括園長研修、新入社員研修、３年目研修 
【スキルアップ研修】０歳児研修、リズム研修、絵本研修、絵本と読み聞かせ研修、運動遊び研修、年齢別交流会、太鼓研修、新卒
育成プログラム、手作り玩具研修、クッキング研修、戸外遊び研修会が研修 
【園内研修発表会】研究報告、全体研修 
【外部研修】キャリアアップ研修、その他必要に応じて外部研修に参加 

 



時間 0歳児 1～2歳児 3～5歳児 備考

7：30

9：00

9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：30

15：00

16：00

17：30

18：30

20：30

開園 順次登園
異年齢保育

★あそび
9：30から各クラスがその日
の主となる活動（主活動）
を行っています。

★離乳食
個々のペースに合わせて進め
ています。

★睡眠
大切な時間です。
部屋の明かりを落として、横
になることで体を休めます。
0歳児クラスは、個々の生活
リズムや発達に合わせて午
前寝を行っています。

★あそび
夕方は降園に向けて、落ち
着いてすごせるようにしていま
す。

あそび
睡眠
授乳

朝おやつ（牛乳）

あそびあそび

離乳食（初期・中期）
離乳食（後期）

睡眠

昼食

睡眠

昼食

睡眠

授乳、離乳食（初期・
中期）

離乳食（後期） おやつ おやつ

あそび
順次降園

異年齢保育

延長保育 補食 夕食
閉園

●デイリープログラム(例)●

※ 年齢やその日の活動により異なります。

●食育●

当園では、子どもたちの「食べる楽しさ」の実現から「食べる意欲」を培います。

食べ方・食器の使い方・食材についての話等、普段の食事から食について子どもたちが興味をもって取り組めるよう知ら
せていきます。また園内で栽培活動を行い、植物の成長・収穫・食事へと繋がることを体験し、食物を育てることの楽しさ
難しさ、食物の大切さを学んでいきます。

① 子どもの発育・健康・生活状況を考え必要な栄養が取れるようにします。

② 離乳期は、原則家庭で食べたことのないものは提供しませんので、ご家庭で必ずお試しいただき栄養士と確認の上、
提供いたします。

③ 食物アレルギーをお持ちのお子様には除去食を提供します。また、宗教食の対応も行っています。

※ 毎月の献立表は目をお通しください。

※ 毎日、給食・おやつを画像・webコンテンツにてお知らせいたします。
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●非認知能力●

アンジェリカ保育園・えほん保育園では未来を生き抜く力を育むために、アンジェリカの4つの心にもつながる育ちとして、
非認知能力活動を導入しています。子どもが『やりたいこと』を行っているときは集中力につながり、人格を形成していく
うえで大切な育ちになります。

さらに今後の展開として、全園共通のキットを用意し、個々が集中できる環境を整え行っていきます。

スターターキットから定期的に新たなキットを準備して行っていきます。

10

自分で

選択する

遊んだことを

繰り返す

集中する

満足感

充実感

達成感

次の意欲に

つながる



4月 入園式・保護者会・進級パーティー(ハッピーイースター)

5月 親子遠足・田植え・発育診断

6月 歯科検診・保育参観・第１回運営委員会・個別面談

7月 水遊び開き・七夕・ナイト保育(５歳のみ)

8月 夏祭り

9月 引き取渡し訓練・運動会

10月 保育参加・個別面談・ハロウィン

11月 発育診断

12月 発表会・クリスマス会

1月 もちつき・第２回運営委員会

2月 節分・新入園児面談・懇談会

3月 ひなまつり・卒園式・お別れ会

●年間行事予定(例)●

※ 上記の他、毎月、身体測定・避難訓練があります。

※ 各行事の実施時期は、年度によって異なる場合があります。

◇運営委員会

年2回、開催予定です。保護者、外部委員（社会福祉事業について知識を有する方）及び運営事業者
が様々な内容について意見交換し、利用者の立場に立った良質な保育を行うために開催するものです。

◇健康診断等

全園児対象の健康診断 年2回

歯科検診 年2回

行事は、日々の保育の積み重ねが成長の節目となり、子どもたちが主体となって取り組むことでステップアップする機
会となります。
また、四季の移り変わりや伝統・文化に親しみを持ち、社会の物事に関心を持つ機会になります。

◆成長の節目を喜び合う行事 入園式・卒園式・お誕生日会など
◆自然体験・直接体験の機会となる行事 遠足・ナイト保育など
◆季節の移り変わりや日本の伝統文化を知る行事 こどもの日の会・七夕会・ひなまつり・豆まきなど
◆目的をもって行う楽しさや充実感を味わう行事 運動会・生活発表会など

11



持ち物

⚫ 持ち物にはすべて記名をお願いします。

⚫ 午睡用パジャマの用意は不要です。着替えを多めにご準備ください。

⚫ フードや長いひもが付いた洋服は、引っかかったり他のお子様に引っ張られたりする危険がありますので、保育園での
ご使用はお控えください。

⚫ エプロンは着脱しやすいもののご準備をお願いします。タオルを利用した手作りのものを推奨していますが、ビニール
製の市販のものでも可能です。(次ページ参照)

●サブスク利用の方は、紙おむつ・エプロン・口拭きタオルは不要です。

0歳児 1・2歳児 3～5歳児 備考

紙おむつ ー

トレーニングパンツ・パ
ンツ

ー 必要に応じて ー

ガーゼ 5枚 ー ー ミルク用

口拭きタオル 3枚 2枚 ー

エプロン 3枚 2枚 ー

スタイ 必要に応じて 必要に応じて ー

肌着・上下着替え ３～４セット ３～４セット 2～3セット

コット用大判タオル 2枚 2枚 2枚 午睡用

散歩靴 必要に応じて 1足 ー
避難用を兼ねていますの
で保育室でお預かります

上履き ー ー 1足
緊急避難の際には上履き
のまま避難します

汚れ物入れビニール
袋

コップ ー ー 1セット
巾着袋に入れてご用
意ください

記名して補充してください

濡れてもよい袋に名前を書いて毎日お持ちください

連絡帳入れを園で用意しています

12



１５ｃｍ

１５
ｃｍ

なまえ

持ち物

①フェイスタオルを半分に折る

②半分に折り、ワッカになっている部分の上から
2～3センチのところを縫いゴムを通す（ゴムの
長さは子どもが頭からかぶれる程度）。

【推奨の食事用エプロンの作り方】

【コット用シーツの作り方】

1.バスタオルの四隅の角から15cmほどのところにゴムを輪にしてください。
（ゴムは30～35cm位の長さ1.5ｃｍ～2.5ｃｍ幅の物が良いようです。伸びてきたらその都度取り替えをお願いしま
す）
2.名前は左上に分かりやすく大きく記名するか、名前用の布を張り付けてください。
＊バスタオルが大きい場合は、折り返して縫い付けてください。

コットの大きさ 0・1歳児用 100×60

2歳児以上用 132×60

13



保健

お子様が健やかに成長し、園生活を楽しく過ごしていけるよう、お子様の体調で気になることがあれば、必ず職員に
お知らせください。

1.健康管理について

①毎日の生活リズムを整えましょう。

②0,1歳児は、登園時に保育室で検温してください。

③下記に該当する場合は、登園は控えご家庭で様子を見ていただくようお願いします。

・発熱が38℃以上の場合

・発熱がなくても嘔吐、下痢、食欲がなく元気がない、機嫌が悪い等いつもと様子が違う場合

・24時間以内に解熱剤を使用している場合

・24時間以内に38℃以上の熱が出ていた場合

④保育中、次のような症状がみられる場合にはお迎えをお願いします。

・38℃以上の発熱のある場合

・発熱はないが嘔吐、下痢、食欲がなく元気がない等の様子がみられる場合

・発疹、水疱、目の充血など他のお子様への感染が疑われる場合

2.与薬について

与薬は「医療行為」ですので保育園では原則として行うことができません。病院を受診し薬を処方された場合は、保
育園にいる時間帯、保育園では原則として薬の預かりができないことをお伝えいただき、家庭で服用できるように処方
が可能かということを必ず医師に確認してください。確認の上で、園での与薬が必要な場合には、下記の点にご注意く
ださい。

①保育園で与薬できる薬は医師の処方したものに限ります。市販薬は対応いたしません。

②薬は1回分ずつ分けて当日分のみ持参し、全ての薬袋・容器に名前を記入してください。

水薬の場合も1回分別容器に小分けし持参してください。

3.食物アレルギー対応について

病院を受診の上、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を提出してください。提出していただいた内
容をもとに、ご家庭と相談しながら対応いたします。

4.予防接種について

保育園は集団生活の場です。様々な感染症が流行することが考えられますので、予防接種は機会を逃さず受ける
ことをおすすめします。接種後は安静が必要ですので、できる限り降園後やお休みの日に接種をお願いします。

定期接種（無料)：Hib、肺炎球菌、B型肝炎、BCG(結核)、麻疹、風疹、

4種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)、水痘、日本脳炎、ロタウイルス

任意接種 (有料)：おたふくかぜ、インフルエンザ

5.嘔吐物・排泄物の付着した衣服の取り扱いについて

感染症拡大防止の観点から、嘔吐物や排泄物が衣服に付着した場合には、園では洗わずビニール袋に入れてそ
のままお返しします。嘔吐物等で他のお子様の衣服を汚してしまった場合には、嘔吐等をしたお子様のご家庭での洗
濯をお願いいたします。

※医師許可書について保育課の指導がある場合はそれに従います。 14



感染症

【登園許可証（医師記入）の必要な感染症】

感染症と診断された場合には、必ず園に連絡をお願いします。下記の感染症にかかった場合には、登園の際、医
師記入の「登園許可証」や保護者記入の「登園届」が必要です。

感染症名 初期症状 登園の目安

麻疹（はしか）

発熱とともに咳、くしゃみ、鼻汁、目やに、結膜
の充血がある。熱が再び上昇してくると発疹が
ではじめる。頬内側の粘膜に白い斑点（コプ
リック斑）が見られる。

解熱後3日を経過してから

風疹
発熱と共に発疹が出て、３-４日で消える。
耳・首の後ろのリンパ節が腫れる。

発疹が消失してから

水痘（水ぼうそう）
発熱と共に発疹が水疱となり全身に広がる。
頭にも出てくるのが特徴。

すべての発疹が痂皮化してから

流行性耳下腺炎（おたふくか
ぜ）

発熱・食欲不振・耳下線の腫れ、痛みがある。
耳下腺・舌下腺・顎下腺の腫脹が発現
後5日経過し、かつ全身状態が良好にな
るまで

百日咳

熱はほとんどなく、夜間に咳をするのが特徴。
咳は出始めると連続して出る。10-20回コンコ
ンして最後にヒューっと息を吸う。乳児では無呼
吸になることもある。

特有の咳が消失するまで、又は5日間の
適正な抗生物質による治療が終了するま
で

インフルエンザ
悪寒・高熱・頭痛・筋肉痛・関節痛・全身倦
怠感などの全身症状を伴う。咳・喉の痛み、
目の充血を伴うこともある。

発症した後5日間経過し、かつ解熱後3
日経過してから

新型コロナウイルス

無症状のまま経過することもあるが、有症状者
では、発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感、消
化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常など
の症状が見られる。

発症した後５日を経過し、かつ、症状が
軽快した後１日を経過してから

咽頭結膜熱（プール熱） 急に高熱が出る。咽頭炎・目の充血がひどい。
発熱、充血等の主な症状が消え2日経
過してから

流行性角結膜炎（はやり
目）

涙目・目の充血・目やにが多い。
（膿のような目やに）

結膜炎の症状が消失してから

腸管出血性大腸菌感染症
（O-111・O-26・O-157）

初期症状は腹痛や水溶性の下痢で症状が
出てから１-２日あたりから便に鮮血が
混入し、典型的な症状として、固形物の
ない血性下痢を認める。下痢は4-5日持
続。吐き気・嘔吐・発熱を伴う場合もあ
ります。下痢がひどい時には入院が必要
になることもある。

医師において感染の恐れがないと認めら
れ、2回以上連続で便から菌が検出され
なくなり、全身状態が良好になるまで

結核

数週間続く咳・痰(たん)(血痰が出ること
もある)・発熱の3症状。症状が出てから、
さらに時間が経過すると疲れやすくなっ
たり、体重減少なども認めるようになる。

医師により感染の恐れがないと認められる
まで

急性出血性結膜炎 急性結膜炎で結膜出血が特徴
医師により感染の恐れがないと認められる
まで

髄膜炎菌性髄膜炎
髄膜炎症状(頭痛・発熱・痙攣・意識障
害・髄膜刺激症状・大泉門膨隆など)を
示す。点状出血がみられることもある。

医師により感染の恐れがないと認められる
まで

細菌性胃腸炎（サルモネラ・
キャンピロバクタ―等）

原因菌により潜伏期間はまちまち。腹
痛・下痢・嘔吐・発熱に加え血便を伴う
下痢を認めることもある。

症状がないか、下痢などの症状がおさまり
全身状態が安定してから 15



【登園届（保護者記入）の必要な感染症】

感染症名 初期症状 登園の目安

溶連菌感染症
発熱・頭痛・咽頭痛があり、その後細かい発疹が出る。苺舌、
口角炎がある。発疹の後、皮膚がむける。感染後数週間して
リウマチ熱・急性糸球体腎炎を合併することがある。

抗菌薬内服後24～48時間経過
していること

マイコプラズマ肺炎 38℃以上の高熱・痰を伴わない乾いた咳が続く。 発熱や激しい咳が治まっていること

手足口病
手のひら・足の裏・口の中・肘・膝・お尻などに楕円形の紅斑や
水疱ができる。

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響
がなく、普段の食事がとれること

伝染性紅斑
（りんご病）

軽い風邪症状の後、両頬に蝶が羽を広げたような発感のある
紅斑が見られる。手や足にレース状・網目状の発疹が出ること
もある。

全身状態が良いこと

ウイルス性胃腸炎
（ノロ・ロタ・アデノ等）

下痢・腹痛・悪心・嘔吐・発熱
嘔吐・下痢等の症状が治まり、普
段の食事がとれること

ヘルパンギーナ
急に発熱し、喉が赤く水疱ができる。
食欲不振・不機嫌になる。

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響
がなく、普段の食事がとれること

RSウイルス感染症
39℃くらいの発熱・鼻水・咳が出る。
通常1－2週で軽快する。

呼吸器症状が消失、全身状態が
良いこと

帯状疱疹
体の左右の半身に疼痛を伴う水疱があらわれる。帯状疱疹と
して感染することは稀だが、水痘にかかったことのない場合は、
帯状疱疹から水痘という病型で感染する場合がある。

すべての発疹が痂皮化してから

突発性発疹
39-40℃の突然の発症。発熱時に軽度の咳や下痢が伴う
ことがある。

解熱後、機嫌が良く全身状態が良
いこと

伝染性膿痂疹（とび
ひ）

虫刺され、ひっかき傷などの傷口か
ら細菌が入り込み、化膿し水疱形成する。水疱は破れやすく、
皮膚のほかの部位に飛び散ってしまい新たな水疱を作ってし
まう。非常に痒みを伴う。

治療開始後発疹が乾燥しているか、
乾燥していない部位が覆える程度
のものであること

アタマジラミ
頭の痒み。特に耳の後ろや後頭部に痒みが起きる。人の頭
髪に寄生し吸血することで痒み・湿疹を生じさせる。

駆除を開始していること

緊急時の対応

保育中のケガや急激な体調の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託
医等へ連絡を取る等必要な措置を講じます。保護者に連絡がつかない場合には、お子様の身体の安全を優先させ、
当保育園が責任を持って対処しますのであらかじめ御了承願います。

入園時に保険証・乳児医療証のコピーの提出をお願いしております。変更・再発行された場合には、その都度再提
出をお願いします。
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災害対策

個人情報の取り扱い

本園では、個人を識別できる情報（以下、「個人情報」）は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われ
るべきものである事を十分に踏まえ、個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、「個人情報の保護に関する法
律」およびその他の関連法令、ガイドライン、業界自主ルール、社内規程等を遵守し、個人情報を保護することの重
要性を深く認識し、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取扱いをいたします。

1. 個人情報の使用目的、使用例

① 保育サービスの提供、その他業務の適切かつ円滑な遂行のため個人情報を使用します。

② 園生活において必要に応じて、園児の名前や写真を掲示・配布することがございます。具体的には園生活にお
いて、園児が必要とするロッカー、靴箱、連絡帳、誕生カード、登降園表（タッチパネル含む）、名札等に名前
や写真を掲示・記載します。

③ 誕生児紹介、園児作品に名前や写真を掲示・記載します。

④ 行事や日常保育の様子の写真を園内、ホームページに掲示・掲載します。ホームページに掲載する場合は暗号
入力制になります。

⑤ 在園児保護者に配布する園だより、クラスだより、誕生カードに名前や写真を掲載する場合がございます。

⑥ 他の保育園へ転園する場合やその他の兄弟姉妹が別の施設に在籍する場合において、他の施設との間で必
要な連絡調整を行います。

2. 保育園から小学校への「保育所児童保育要録」の送付について

平成21年度より「保育所保育指針」の規定により、「すべての保育所入所児童について、就学の際に保育園か
ら就学小学校へ、子どもの育ちを支える資料を『保育所児童保育要録』として送付すること」が定められています。本
園では就学児童について、「保育所児童保育要録」を作成し、就学先の小学校へ送付いたします。

個人情報保護責任者： 施設長 手塚 利雄

●保険●

賠償責任保険の加入 1事故/1名 10億円

損害保険の加入 ケガによる入院保障日額 1,950円

ケガによる通院保障日額 1,300円

※ 事故発生の際は、当園ならびに保険の代理店ALにより対応させていただきます。
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お願い

① 登園が遅くなる場合・お休みする場合は9:00までにご連絡ください。

② お迎えに来られる方が、登園時に予定していた方から変更になる場合は、必ずご連絡ください。連絡がない場合、
お子様をお渡しできないことがあります。

③ ご家庭の状況（住所、勤務先、緊急連絡先、電話番号）に変更がある場合は速やかにご連絡をお願いします。

④ 保育園からのお知らせは、掲示板・園だより・クラスだより等にてお伝えいたします。必ず目を通し、ご不明な点はお
知らせください。

⑤ 保育園に「おもちゃ・食べ物・飲み物」を持っての登園はご遠慮ください。万が一落としたものを、小さいお子様や食
物アレルギーをお持ちのお子様が口に入れてしまうと大変危険です。

⑥ 補食・夕食の準備の都合上、当日の申込は15:00までに連絡をお願いします。15:00以降にお申し込みの場
合、食事の用意ができないこともありますので、ご了承ください。

⑦ 保育園には駐車場がございません。路上駐車は近隣の方のご迷惑となりますので、お車での送迎はお控えください。
近隣住民の支えあっての保育園運営ですので、ご協力の程お願いいたします。万が一、お車での送迎が必要な
場合には、コインパーキングをご利用をください。

⑧ 送迎に使用した自転車は、駐輪場に置いたままにすることのないようお願いします。

⑨ 園の敷地内にベビーカー置き場はございますが、保護者の責任のもと管理をお願いします。破損・盗難等、園では
責任を負いかねます。

⑩ 安全面を考慮し、中学生以下のきょうだいのみによる送迎は、ご遠慮ください。

⑪ 衣服・エプロン・タオル等を園からお貸しした場合には、洗濯後速やかに返却してください。紙おむつをお貸しした場
合も、お貸しした枚数の返却をお願いします。パンツは園から新しいものをお貸ししますので、返却の際は新品の同
じサイズのものをご用意ください。

保育内容に関する相談・苦情

苦情は面接、電話、書面などにより随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。苦
情解決は苦情申出人と誠意をもって話し合い、その解決にあたりさらに保育内容が向上できるように努力します。

⚫ 相談・苦情受付担当者

⚫ 相談・苦情解決責任者

● 相談・苦情受付・解決担当者

⚫ 園

⚫ 本部

⚫ 外部委員苦情相談窓口

⚫ 第三者委員

⚫ 区担当部課

主任

手塚 利雄 （施設長）

平野義貴 （本部 保育運営部長）

03‐6809‐9421

03-6420-0544

ウィザーズ国際法律事務所（弁護士:尾高 雅美）受付担当：内藤・井主

03-5651-5858

株式会社こども保育環境研究所 代表取締役 畠山和人

04-2969-1550

品川区子ども未来部保育課私立支援係

03‐5742‐6723

虐待防止

虐待が疑われる場合には、入所児の保護とともに家族の養育態度の改善を図ることとし、関係機関、区市町村に
通報いたします。また、職員と保護者に向けて防止と啓蒙を深め、園児の人権の擁護、虐待を防止していきます。
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法人概要

⚫ 名称

⚫ 住所

⚫ 電話番号

⚫ FAX番号

⚫ 資本金

⚫ 事業内容

⚫ ホームページ

株式会社アンジェリカ

東京都豊島区西池袋２丁目４１－８ IOBビル８階

03-6420-0544

03-6417-9601

50,000千円

保育園（認可・認証保育所）・学童保育施設の運営

https://www.angelica-nsy.net/

◇認可保育所

アンジェリカ亀戸保育園

アンジェリカ桜台保育園

アンジェリカはまかわ保育園

アンジェリカ月島保育園

アンジェリカ東品川保育園

アンジェリカ田柄保育園

アンジェリカ北町保育園

アンジェリカ田町保育園

アンジェリカ目黒本町保育園

アンジェリカ下目黒2丁目保育園

アンジェリカ下目黒6丁目保育園

桜のこみち保育園

アンジェリカ東小金井保育園

西大井えほん保育園

青物横丁えほん保育園

勝どきえほん保育園

三軒茶屋えほん保育園

豊玉北えほん保育園

不動前えほん保育園

大井町えほん保育園

武蔵小金井えほん保育園

●運営施設●

◇認証保育所

アンジェリカ保育園中目黒園

アンジェリカ保育園芝浦園

アンジェリカ保育園白河園

アンジェリカ保育園品川園

◇学童保育施設

田柄小ねりっこ学童クラブcolors

北方小学校放課後キッズクラブcolors

江東きっずクラブ南砂六丁目colors

colors桜台二丁目学童クラブ

colors西元町学童保育所
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